
広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の 

建築物の容積率、建ぺい率及び各部分の高さの限度について 

 

 

１ 容積率 

第５２条第１項第８号の規定に基づき定める区域 

第５２条第１項第８

号の規定に基づき定

める数値 

１ 市街化調整区域のうち２の項から５の項までに掲げる区域を除く区域〔一般基準〕 １０分の１０ 

２ 平成１６年広島市告示第２１２号（以下「旧告示」という。）の施行の際、次の各号のい

ずれかに該当する区域 

（１）旧告示の施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建

築物の敷地の区域で容積率が１０分の１０を超えている区域 

（２）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４１条第１項の規定に基づき容積率が１０

分の１０を超え１０分の２０以下と定められている区域 

１０分の２０ 

３ 旧告示の施行の際、都市計画法第４１条第１項の規定に基づき容積率が１０分の２０を超

え１０分の３０以下と定められている区域 
１０分の３０ 

４ 旧告示の施行の際、都市計画法第４１条第１項の規定に基づき容積率が１０分の３０を超

えて定められている区域 
１０分の４０ 

５ 都市計画法第１２条の４第１項の規定に基づく地区計画の区域（別図２のＡ並びに別図３

のＢ並びに別図４のＣ及びＤ並びに別図５のＥ並びに別図６のＦ及びＧ並びに別図７のＨ及

びＩの部分に限る。）内において、同法第１２条の５第７項の規定に基づき容積率を１０分の

２０と定める区域 

１０分の２０ 

 

２ 建ぺい率 

第５３条第１項第６号の規定に基づき定める区域 

第５３条第１項第６

号の規定に基づき定

める数値 

１ 市街化調整区域のうち２の項から５の項に掲げる区域を除く区域〔一般基準〕 １０分の５ 

２ 旧告示の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域 

（１）旧告示施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築

物の敷地の区域で建蔽率が１０分の５を超えている区域 

（２）都市計画法第４１条第１項の規定に基づき建蔽率が１０分の５を超え１０分の６以下と

定められている区域 

１０分の６ 

３ 旧告示の施行の際、都市計画法第４１条第１項の規定に基づき建蔽率が１０分の６を超え

て定められている区域 
１０分の７ 

４ 都市計画法第１２条の４第１項の規定に基づく地区計画の区域（別図３のＢ並びに別図４

のＤ並びに別図５のＥ並びに別図６のＧ並びに別図７のＩの部分に限る。）内において、同

法第１２条の５第７項の規定に基づき建蔽率を１０分の６と定める区域 

１０分の６ 

５ 都市計画法第１２条の４第１項の規定に基づく地区計画の区域（別図２のＡ及び別図４の

Ｃ並びに別図６のＦ並びに別図７のＨの部分に限る。）内において、同法第１２条の５第７

項の規定に基づき建蔽率を１０分の７と定める区域 

１０分の７ 

当初指定 平成 16年  5月 17日 広島市告示第 212号 

最終告示 令和  7年  3月 31日 広島市告示第 169号 



３ 建築物の各部分の高さの限度（隣地斜線の勾配） 

第５６条第１項第２号ニの規定に基づき定める区域 

第５６条第１項第２

号ニの規定に基づき

定める数値 

１ 市街化調整区域のうち２の項及び３の項に掲げる区域を除く区域〔一般基準〕 １．２５ 

２ 旧告示の施行の際、都市計画法第４１条第１項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制

限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 
２．５ 

３ 都市計画法第１２条の４第１項の規定に基づく地区計画の区域（別図２のＡ並びに別図３

のＢ並びに別図４のＣ並びに別図６のＦ並びに別図７のＨの部分に限る。）内において、同

法第１２条の５第７項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「隣地境界線まで

の水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに２．５を乗じて得たもの」と定

める区域 

２．５ 

 

４ 建築物の各部分の高さの限度（道路斜線の勾配） 

 

法別表第３の５の項（に）の欄の規定に基づき定める区域 

 

法別表第３の５の項

（に）の欄の規定に

基づき定める数値 

１ 市街化調整区域うち２の項及び３の項に掲げる区域を除く区域〔一般基準〕 １．２５ 

２ 旧告示の施行の際、都市計画法第４１条第１項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制

限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 
１．５ 

３ 都市計画法第１２条の４第１項の規定に基づく地区計画の区域（別図２のＡ並びに別図３

のＢ並びに別図４のＣ並びに別図６のＦ並びに別図７のＨの部分に限る。）内において、同

法第１２条の５第７項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対

側の境界線までの水平距離に１．５を乗じて得たもの」と定める区域 

１．５ 

 


